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○　

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
六
十
六
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
） 

 

改　
　
　

 

正 

　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

　

（
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
業
務
等
） 

　

 

第
二
条　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
（

（
新
設
） 

以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受

 

け
る
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
支
給
に
つ

 

い
て
国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

 

げ
る
組
織
と
す
る
。 

 

一　

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

 

る
国
家
安
全
保
障
局 

 

二　

宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

 

す
る
侍
従
職
等 

 

２　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
う
ち
指
定
職
俸
給
表
の

 

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の

 

支
給
に
つ
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
組
織
の
業
務
と
同
様
な
業
務
の
特
殊
性

 

及
び
困
難
性
並
び
に
職
員
の
確
保
の
困
難
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

 

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に

 

掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
で
あ
っ
て
、
国
家
安
全
保
障
局
長
、
侍
従
長
、
東
宮

 

大
夫
及
び
式
部
官
長
以
外
の
も
の
の
業
務
と
す
る
。 

 

３　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
う
ち
指
定
職
俸
給
表
の

 

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の

 

支
給
に
つ
い
て
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
十
級
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
の
俸
給
月

 

額
に
百
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る

 

額
は
、
五
万
千
八
百
円
と
す
る
。 

  
 　

（
期
末
手
当
基
礎
額
等
の
加
算
） 

　

（
期
末
手
当
基
礎
額
等
の
加
算
） 

第
三
条　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と

第
二
条　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
（

さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等

以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
期
末
手

を
考
慮
し
て
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が

当
の
支
給
に
つ
い
て
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を
考
慮
し
て
行



- 2 -

三
級
以
上
で
あ
る
も
の
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
三
級
以
上
で
あ

法
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
と
し
、

る
も
の
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
一
条
第
一

こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め

号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て

る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
と
す
る
。 

百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十

 

と
す
る
。 

２　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

２　

法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ

る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ

る
職
員
は
、
法
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の

る
職
員
は
、
法
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
と
し

職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
百
分
の
二
十
五
を
超
え
な
い
範
囲
内

、
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
百
分
の
二
十
五
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で

で
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。 

定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。 

 
 

（
秘
書
官
の
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
業
務
等
） 

 

第
四
条　

法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
う
ち
指
定
職
俸
給

（
新
設
） 

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手

 

当
の
支
給
に
つ
い
て
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

 

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
と
同
様

 

な
業
務
の
特
殊
性
及
び
困
難
性
並
び
に
職
員
の
確
保
の
困
難
性
が
あ
る
と
認

 

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
一
条
第
四
十
四
号
に

 

掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
秘
書
官
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
法
（
昭

 

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
高

 

等
裁
判
所
長
官
秘
書
官
以
外
の
も
の
の
業
務
と
す
る
。 

 

２　

法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
う
ち
指
定
職
俸
給
表
の

 

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の

 

支
給
に
つ
い
て
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
十
級
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
の
俸
給
月

 

額
に
百
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る 

 

　

額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

 

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

  
  

職　

員　

の　

区　

分

額

  
  

法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
又
は

 
 

 

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
五
号
俸
か
ら
十
二
号
俸

五
一
、
八
〇
〇
円
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ま
で
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
秘
書
官

  
  

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
三
号
俸
又
は
四
号
俸
の

四
九
、
二
〇
〇
円 

 

 

俸
給
月
額
を
受
け
る
秘
書
官

  
  

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
二
号
俸
の
俸
給
月
額
を

二
四
、
一
〇
〇
円 

 

　

 

受
け
る
秘
書
官

  
  

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
一
号
俸
の
俸
給
月
額
を

一
九
、
五
〇
〇
円 

 

 
 

受
け
る
秘
書
官

  
 

 
  

（
秘
書
官
の
期
末
手
当
基
礎
額
等
の
加
算
） 

 

第
五
条　

法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と

第
三
条　

法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等

さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等

を
考
慮
し
て
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が

を
考
慮
し
て
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が

三
級
以
上
で
あ
る
も
の
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

三
級
以
上
で
あ
る
も
の
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

秘
書
官
と
す
る
。 

法
第
一
条
第
四
十
四
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
秘
書
官
」
と
い
う
。
）
と

 

す
る
。 

２　

法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

２
・
３　

（
同
上
） 

る
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
職
員
の
区
分
及
び
こ
の
区
分

 

に
応
じ
て
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
次

 

の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

  
  

職　

員　

の　

区　

分

割　

合

  
  

法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
又
は

   
 

 

 

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
十
二
号
俸
の
俸
給
月
額

百
分
の
二
十 

 

 

を
受
け
る
秘
書
官

  
  

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
三
号
俸
か
ら
十
一
号
俸

百
分
の
十
五 

 

 

ま
で
の
俸
給
月
額
を
受
け
る
秘
書
官

 



- 4 -

 
  

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
二
号
俸
の
俸
給
月
額
を

百
分
の
十 

 

 
受
け
る
秘
書
官

 

  

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
一
号
俸
の
俸
給
月
額
を

百
分
の
五 

 

受
け
る
秘
書
官

 

３　

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
の
職
員
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○　

宮
内
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
） 

 

改　
　
　

 

正 

　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

　
　
　

附　

則 

　
　
　

附　

則 

（
上
皇
職
及
び
皇
嗣
職
が
置
か
れ
て
い
る
間
の
読
替
え
等
） 

 

第
六
条　

宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項

第
六
条　

（
同
上
） 

の
規
定
に
よ
り
上
皇
職
が
置
か
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
第
二
条
及
び
第

 

三
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
中
「
侍
従
職
」
と
あ
る

 

の
は
「
侍
従
職
、
上
皇
職
」
と
、
同
項
中
「
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
上

 

皇
並
び
に
」
と
す
る
。 

 

２　

宮
内
庁
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
皇
嗣
職
が
置
か
れ
て
い
る

２　

（
同
上
） 

間
に
お
い
て
は
、
第
二
条
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
三
条

 

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
中
「
東
宮
職
」
と
あ
る
の
は
「
皇
嗣

 

職
」
と
、
第
三
条
第
三
項
中
「
皇
族
を
」
と
あ
る
の
は
「
皇
族
並
び
に
皇
嗣

 

、
皇
嗣
妃
及
び
皇
嗣
の
子
た
る
皇
族
を
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
皇
族
に
」

 

と
あ
る
の
は
「
皇
族
並
び
に
皇
嗣
、
皇
嗣
妃
及
び
皇
嗣
の
子
た
る
皇
族
に
」

 

と
、
同
項
及
び
第
十
三
条
中
「
皇
族
を
」
と
あ
る
の
は
「
皇
族
並
び
に
皇
嗣

 

、
皇
嗣
妃
及
び
皇
嗣
の
子
た
る
皇
族
を
」
と
し
、
第
五
条
及
び
第
十
七
条
の

 

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

３　

上
皇
職
及
び
皇
嗣
職
は
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

３　

上
皇
職
及
び
皇
嗣
職
は
、
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
特
別
職

昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
行
政
機

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
六
十
六
号

関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第

）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

四
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
個

令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）

に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
法
第
三
条
第
一
項
の
侍
従
職
等
と
み
な
す
。 

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
法
第
三
条
第
一

 

項
の
侍
従
職
等
と
み
な
す
。 

 

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二

（
新
設
） 

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
規

 

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
侍
従
長
、
東
宮
大
夫
」
と
あ
る
の
は
、

 

「
侍
従
長
、
上
皇
侍
従
長
、
皇
嗣
職
大
夫
」
と
す
る
。 

 



- 6 -

５　

上
皇
職
に
関
す
る
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

４　

上
皇
職
に
関
す
る
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
三
百
八
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
別
表
第
一
の
規
定
の
適

第
三
百
八
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
別
表
第
一
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
（

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
（

同
法
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
同

同
法
附
則
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
侍
従
職　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
侍
従
職　

 

表
中
「
侍
従
職
」
と
あ
る
の
は　
　
　
　
　

と
す
る
。 

表
中
「
侍
従
職
」
と
あ
る
の
は　
　
　
　
　

と
す
る
。 

           

　
　
　
　
　
　
　

 

　

上
皇
職
」 

           

　
　
　
　
　
　
　

 

　

上
皇
職
」 

６　

皇
嗣
職
に
関
す
る
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
第
十
二
条
第
四
号
、

５　

皇
嗣
職
に
関
す
る
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
第
十
二
条
第
四
号
、

第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
十
四
条
第
四
号
及
び
別
表
第
一
の
規
定
の
適

第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
十
四
条
第
四
号
及
び
別
表
第
一
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
二
条
第
四
号
及
び
第
十
四
条
第
四
号
中
「
廃
止

用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
二
条
第
四
号
及
び
第
十
四
条
第
四
号
中
「
廃
止

さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
廃
止
さ
れ
、
又
は
置
か
な
い
も
の
と
さ
れ
た
」
と

さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
廃
止
さ
れ
、
又
は
置
か
な
い
も
の
と
さ
れ
た
」
と

、
同
項
第
六
号
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
（
同
法
附

、
同
項
第
六
号
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
（
同
法
附

則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
同
表
中
「

則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
同
表
中
「

東
宮
職
」
と
あ
る
の
は
「
皇
嗣
職
」
と
す
る
。

東
宮
職
」
と
あ
る
の
は
「
皇
嗣
職
」
と
す
る
。

                                                         


